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段階的な学校の再開に伴う給食費の減額調整について（通知） 
  

平素より，本校教育にご理解とご協力いただき，また，長期にわたる新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の取組についても，ご理解・ご協力をいただき，誠にありがとうござい

ます。  
さて，６月１日から学校を再開し，段階的に教育活動を実施するのに伴い，中止した給

食回数分の給食費を下記のとおり減額して集金いたしますので，ご連絡申し上げます。  
  

記 
 
 １ 給食費のしくみ及び集金額の算出方法について 

給食費は毎月ご負担いただく金額を平準化するため，年額を１１ヶ月（給食実施月数）

で均して集金させていただいております（月額４，７００円）。 

４・５・６月分の給食費につきましては，月額４，７００円から各月に中止した回数

分の金額（１食単価２６２円×中止回数）を減額して集金し，年間の集金額が実施予定

の年間給食回数分となるように調整いたします。 

そのため，４月の給食は実施しなかったものの，給食費を減額して集金することにな

りますが，年間を通しては，給食回数の多い月と少ない月がありますので（例：4 月は

12 回，10 月は 21 回），過剰に４月分の給食費をお預かりしているということではあり

ません。 

また，給食費はすべて食材購入に充てており，４月には今後使用予定の調味料や保存

可能な食材を購入しているため，４月分としてお預かりした給食費は，その支払いに充

てております。 

なお，すでに学校において購入済みのものも含め，給食中止により提供できなかった

給食の食材費は京都市が負担することになっていますので，中止になった給食の食材費

をご負担いただくことはありません。 

 
 
 
 



２ 集金額について  
（１）学校再開後の給食中止期間   

６月１日（月）～５日（金）（５日分），８～１１日のうち２日（２日分） 
合計 ７日分 
 

（２）給食費減額調整額    
１食単価＠２６２円×給食中止回数 

    ２６２円 × ７回 ＝ １，８３４円 
                  
（３）集金額 

５月及び６月に中止した分の給食費を，６月分及び７月分の集金額から減額いたし

ます。   
【６月】０円 

（算出）４，７００円 － ４，４５４円［５月中止回数分減額］※1＝ ２４６円 

      ２４６円  － ２４６円［６月中止回数分の一部減額］ ＝    ０円 

 

※1 ５月の中止回数分減額 ２６２円×１７回＝４，４５４円 

（５月７日～２９日中止分。５月集金時に減額済みの５月１日分を除く。） 

   

【７月】３，１１２円 

（算出）４，７００円－１，５８８円[６月中止回数分減額残]※2 ＝３，１１２円 

 

※2 １，８３４円［減額調整額］－２４６円［６月中止回数分の一部減額］＝１，５８８円 
 
（４）口座引落日 
   【６月】６月１０日 
   【７月】７月１０日 
 


